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令和４年度
生産技術科

合計 標 担当者名
単位 準

第１ 第２ 第３ 第４ 第５ 第６ 第７ 第８
キャリア形成概論 2 1 1 ○
心理学 1 1
職業社会概論 2 1 1 ○
経済学 1 1
数学 2 2 ○
物理 2 1 1 ○
物理演習 2 1 1 ○
英語 2 1 1 ○
保健体育Ⅰ 2 1 1
保健体育Ⅱ 2 1 1

　一  般　教　育　科　目　計 18 5 3 3 3 2 2 0 0
機械制御 2 1 1 ○
電気工学概論 2 2 ○
コンピュータ基礎 2 2 ○
工業材料 2 2 ○
機械数学 2 2
工業力学Ⅰ 2 2 ○
工業力学Ⅱ 2 2
材料力学Ⅰ 2 2 ○
材料力学Ⅱ 2 1 1
基礎製図 2 2 ○
機械製図 2 2 ○
品質管理 2 1 1 ○
安全衛生工学 2 2 ○

26 6 4 4 2 1 4 2 3
基礎工学実験 2 2 ○
機械工学実験 4 4 ○
電気・電子工学実験 2 2 ○
情報処理実習 4 2 2 ○

○ 上記実技科目に含める

12 2 0 0 4 2 4 0 0
メカニズム 2 2 ○
機械加工 2 2 ○
機械工作 2 2 ○
数値制御Ⅰ 2 2 ○
数値制御Ⅱ 2 2
数値制御加工Ⅰ 2 2 ○
数値制御加工Ⅱ 2 2 ○
油圧・空圧制御 2 2 ○
シ－ケンス制御 2 2 ○
精密測定 2 2 ○
機械要素設計 2 2 ○
機械設計製図 2 1 1 ○
ＣＡＥ概論 2 2

26 2 4 2 4 6 2 3 3
機械加工実験 4 4 ○
機械工作基礎実習 2 2 集中授業
機械工作実習 4 4 ○
機械加工実習 8 4 4 ○
機械工学実習 2 2 集中授業
数値制御加工実習Ⅰ 2 2 ○
数値制御加工実習Ⅱ 2 2 ○
応用機械工学実習 6 6
シーケンス制御実習Ⅰ 2 2 ○
シ－ケンス制御実習Ⅱ 4 4 ○
測定実習 2 2 ○ 集中授業
機械設計製図実習 2 2 ○
ＣＡＤ実習Ⅰ 2 2 ○
ＣＡＤ実習Ⅱ 4 4 ○
ＣＡＤ／ＣＡＭ実習 4 4 ○
ＣＡＤ応用実習 2 2
製品デザイン実習 2 2
総合制作基礎実習 4 2 2
総合制作実習 12 2 4 6 ○ 技能照査含む
企業実習 4 4

74 4 8 14 4 8 8 16 12
18 5 3 3 3 2 2 0 0
26 6 4 4 2 1 4 2 3
12 2 0 0 4 2 4 0 0
26 2 4 2 4 6 2 3 3
74 4 8 14 4 8 8 16 12

156 19 19 23 17 19 20 21 18合　　　　　　　　　計

一 般 教 育 科 目 計
系 基 礎 学 科 計
系 基 礎 実 技 計
専 攻 学 科 計
専 攻 実 技 計

専
攻
実
技

機械加工実習

制御工学実習

測定実習
設計及び製図実習

（総合制作実習）

（企業実習）

　専　　攻　　実　　技　　計

専
攻
学
科

機構学
機械加工学

数値制御

油圧・空圧制御
シーケンス制御
測定法
機械設計及び製図

　専　　攻　　学　　科　　計

系
基
礎
実
技

基礎工学実験

電気工学基礎実験
情報処理実習
安全衛生作業法
　系　 基 　礎　実　技　計

系
基
礎
学
科

制御工学概論
電気工学概論
情報工学概論
材料工学
力学

基礎製図

生産工学
安全衛生工学
　系 　基 　礎　学　科　計

一
般
教
育
科
目

人文科学

社会科学

自然科学

外国語
保健体育
保健体育

履修科目単位表（専門課程）

機械システム系 施設名： 新潟職業能力開発短期大学校

区
分

教科の科目 授業科目
一　　　年 二　　　年 備　考

前期 後期 前期 後期
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令和４年度
電気エネルギー制御科

区 合計 標 担当者名
分 単位 準

第１ 第２ 第３ 第４ 第５ 第６ 第７ 第８
キャリア形成概論 1 2 1 1 ○

一 職業社会概論 2 2 1 1 ○
般 数学 3 2 2 ○
教 数学演習 4 2 2 ○
育 物理 5 2 1 1 ○
科 英語 6 2 1 1 ○
目 保健体育Ⅰ 7 2 1 1

保健体育Ⅱ 8 2 1 1
　一  般　教　育　科　目　計 16 4 2 4 2 2 2 0 0

コンピュータ工学 1 2 2 ○
系 電磁気学Ⅰ 2 2 2 ○
基 電磁気学Ⅱ 3 2 2 ○
礎 電気回路Ⅰ 4 2 2 ○
学 電気回路Ⅱ 5 2 2 ○
科 電気数学Ⅰ 6 2 2 ○

電子回路工学Ⅰ 7 2 2 ○
電子回路工学Ⅱ 8 2 2 ○
制御工学Ⅰ 9 2 2 ○
制御工学Ⅱ 10 2 2 ○
品質管理 11 2 1 1 ○
安全衛生工学 12 2 2 ○

24 4 6 4 4 1 1 2 2
系 電気工学基礎実験 1 4 2 2 ○
基 電子工学基礎実験 2 4 2 2 ○
礎 電子回路基礎実験 3 4 2 2 ○
実 情報工学基礎実習 4 4 2 2 ○
技 上記実技科目に含める

16 4 6 4 2 0 0 0 0
機械工学概論Ⅰ 1 2 2 ○

専 機械工学概論Ⅱ 2 2 2 ○
攻 シーケンス制御 3 2 2 ○
学 電気機器学Ⅰ 4 2 2 ○
科 電気機器学Ⅱ 5 2 2 ○

電気・電子計測 6 2 2 ○
電力管理 7 2 2 ○
電気エネルギー概論 8 2 2 ○
環境エネルギー工学 9 2 1 1 ○
自動制御 10 2 2 ○
センサ工学 11 2 2 ○
インタフェース技術 12 2 2 ○
制御プログラミング 13 2 2 ○
電気設備概論 14 2 2 (電気設備)

28 4 2 2 2 7 5 2 4
機械工作実習 1 4 4 ○

専 シーケンス回路実習 2 4 2 2 ○
攻 シーケンス制御実習Ⅰ 3 4 2 2 ○ 集中実習
実 シーケンス制御実習Ⅱ 4 2 2 ○
技 シーケンス制御実習Ⅲ 5 2 2

CAD実習 6 4 2 2 ○
制御盤製作実習 7 4 4
FAシステム実習Ⅰ 8 2 2 ○
FAシステム実習Ⅱ 9 2 2
産業用ロボット制御実習 10 2 2 ○ 集中実習
電気機器実験 11 4 4 ○
電力管理実習 12 2 2 ○
電気・電子計測実習 13 2 2 ○
環境・エネルギー実験 14 2 2 ○
制御プログラミング実習 15 4 2 2 ○
自律型ロボット製作実習 16 4 4 ○
総合制作基礎実習 17 6 2 4
総合制作実習 18 12 4 8 ○
電気設備実習 19 4 4 (電気設備実習)

企業実習 20 2 2 （企業実習）集中実習

72 2 4 8 8 8 12 18 12
16 4 2 4 2 2 2 0 0
24 4 6 4 4 1 1 2 2
16 4 6 4 2 0 0 0 0
28 4 2 2 2 7 5 2 4
72 2 4 8 8 8 12 18 12

156 18 20 22 18 18 20 22 18

履修科目単位表（専門課程）

　電気・電子システム系 施設名： 新潟職業能力開発短期大学校

教科の科目 授業科目
一　　　年 二　　　年

備　考
前期 前期 後期

人文科学
社会科学

自然科学

機械制御

電気機器

　系 　基 　礎　学　科　計
電気工学基礎実験

環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ有
効利用技術

電子工学

後期

外国語

保健体育

情報工学概論

電磁気学

電気回路

電子工学基礎実験
電子回路基礎実験
情報工学基礎実習
安全衛生作業法
　系　 基 　礎　実　技　計

制御工学

生産工学
安全衛生工学

自動制御

　専　　攻　　学　　科　　計
機械工作実習

電気機器実験

環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ有
効利用実習

自動制御実習

機械制御実習

FAシステム構築実習

専 攻 実 技 計

（総合制作実習）

合　　　　　　　　　計

　専　　攻　　実　　技　　計
一 般 教 育 科 目 計
系 基 礎 学 科 計
系 基 礎 実 技 計
専 攻 学 科 計
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電気・電子システム系　　電気エネルギー制御科　　科目系統図
1　　学　　年 2　　学　　年

応
用
実
習

一
般
教
育
科
目

電
気
・
電
子
系

基
礎
科
目

機
械
制
御

F
A
シ
ス
テ
ム

構
築
機
械
工
作

専
攻
科
目

電
気
設
備

電
気
機
器

環
境
エ
ネ
ル
ギ
�

有
効
利

用
技
術

自
動
制
御

期 期 期 期 期 期 期 期

数学(2)

職業社会論(2)

物理(2)

電気数学 (2)

英語(2)

電気回路 (2) 電気回路 (2)

電子回路工学

(2)
電子回路工学

(2)

電磁気学 (2)

電気工学基礎実験(4)

機械工作実習(4)

数学演習(2)

シーケンス回路実習(4)

安全衛生工学(2)

機械工学概論

(2)

電気・電子計測
(2)

電気設備実習(4)

シーケンス制御
(2)

電気機器学 (2)

インタフェース技

術(2)

自動制御(2)

電磁気学 (2)

電子工学基礎実験(4)

電子回路基礎実験(4)

制御工学 (2) 制御工学 (2)

コンピュータ工学
(2)

シーケンス制御

実習 (2)
FAシステム実習

(2)

機械工学概論

(2)

電気・電子計測

実習(2)
電気機器学 (2)

電力管理(2)
電力管理実習

(2)

環境エネルギー

実験(2)

制御プログラミン

グ(2) 制御プログラミング実習(4)

品質管理(2)

自律型ロボット制

作実習(4)

センサ工学(2)

保健体育 (2) 保健体育 (2)

電気エネルギー

概論(2)

環境エネルギー工学(2)

総合制作基礎実習(6)

企業実習(2)

制御盤製作実習
(4)

CAD実習(4)

キャリア形成論(2)

電気機器実験(4)

総合制作実習(12)

情報工学基礎実習(4)

シーケンス制御実習 (4)

電気設備概論(2)

シーケンス制御

実習 (2)

産業用ロボット

制御実習(2)
FAシステム実習

(2)
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令和４年度
電子情報技術科

第１ 第２ 第３ 第４ 第５ 第６ 第７ 第８
キャリア形成概論 2 1 1 ○
職業社会概論 2 1 1 ○
数学 2 2 ○
物理 2 1 1 ○
物理演習 2 1 1 ○
英語 2 1 1 ○
工業英語 2 1 1 ○
保健体育I 2 1 1
保健体育II 2 1 1

18 4 2 5 5 1 1 0 0
電磁気学 2 1 1 ○
電気回路 2 2 ○
電気回路演習 2 2
電子工学 2 1 1 ○
電子回路 2 2 ○
情報通信工学 2 2 ○
電子情報数学I 3 1 1 1 ○
電子情報数学II 1 1
組込みシステム工学 2 1 1 ○
データ構造・アルゴリズム 2 2 ○
環境・エネルギー概論 2 2 ○
生産工学 2 1 1 ○
安全衛生工学 2 1 1 ○

26 8 8 1 5 2 2 0 0
電気電子工学実験 4 2 2 ○
アナログ回路基礎実習 2 2 ○
ディジタル回路基礎実習 2 2 ○

情報通信工学実習 2 2 ○

組込みソフトウェア基礎
実習

4 2 2 ○

データ構造・アルゴリズ
ム実習

2 2 ○

組込みソフトウェア実習 2 2
プログラミング実習 4 2 2
機械工作実習 2 2 ○ 2期集中実習

安全衛生作業法 0 ○ 各実技科目に含める
コンピュータリテラシ 4 2 2

28 6 10 6 4 2 0 0 0
計測制御技術 2 1 1 ○
センサ工学 2 1 1 ○
インタフェース技術 2 2 ○
アナログ回路技術 2 1 1 ○
ディジタル回路技術 2 2 ○

マイクロコンピュータ工学 2 1 1 ○

組込みソフトウェア応用
技術

2 2 ○

ファームウェア技術 2 2 ○
組込みオペレーティン
グシステム

2 1 1 ○

電子技術総合演習 2 1 1

ネットワーク技術 2 1 1 ○
第4次産業革命と関連技術 2 1 1 ○

24 0 0 4 2 5 6 3 4
マイクロコンピュータ工
学実習

4 2 2 ○

インタフェース製作実習 4 4 ○ 6期集中実習を含む

アナログ回路実習 4 2 2 ○
ディジタル回路実習 2 2 ○
電子回路実験 4 2 2 選択科目(１科目を選択)

電子回路設計製作実習 4 4 ○ 7期集中実習

組込み機器製作実習Ⅰ 5 2 3 ○
組込み機器製作実習Ⅱ 4 2 2
組込み機器応用実習 3 3
組込みソフトウェア応用
実習

4 2 2 ○

ファームウェア実習 2 2 ○
ネットワークシステム 2 2
情報システム構築実習 2 2

オブジェクト指向プログラミング 4 2 2
選択科目(１科目を選
択)

総合制作実習 12 2 2 5 3 ○
企業実習 4 4 (企業実習)3期集中実習

60 0 0 6 2 8 11 19 14
18 4 2 5 5 1 1 0 0
26 8 8 1 5 2 2 0 0
28 6 10 6 4 2 0 0 0
24 0 0 4 2 5 6 3 4
60 0 0 6 2 8 11 19 14

156 18 20 22 18 18 20 22 18

後期

情報通信工学実習

オブジェクト指向プ
ログラミング

総合制作実習

外国語

　一  般　教　育　科　目　計

組込みソフトウェア
基礎実習

電子回路基礎実習

組込み機器製作実習

電子情報総合演習

履修科目単位表（専門課程）

電子情報制御システム系 施設名： 新潟職業能力開発短期大学校

区
分

教科の科目 授業科目
合計
単位

一　　　年 二　　　年 標
準

備　考
前期 後期

担当者名
前期

系
基
礎
学
科

　系 　基 　礎　学　科　計

一
般
教
育
科
目

人文科学
社会科学

自然科学

環境・エネルギー概論

生産工学
安全衛生工学

電気電子工学

組込みシステム
工学

情報通信工学

保健体育

電子情報数学

専
攻
学
科

　専　　攻　　学　　科　　計

インタフェース技術

マイクロコンピュータ
工学

組込みオペレーティ
ングシステム

計測技術

情報端末・移動体
通信技術

ファームウェア技術

複合回路技術

系
基
礎
実
技

電気電子工学実験

情報通信工学基礎
実習

コンピュータリテラシ

　系　 基 　礎　実　技　計

機械工作実習

合　　　　　　　　　計

専
攻
実
技

マイクロコンピュータ
工学実習

　専　　攻　　実　　技　　計
一 般 教 育 科 目 計
系 基 礎 学 科 計
系 基 礎 実 技 計
専 攻 学 科 計
専 攻 実 技 計

企業実習

ファームウェア
製作実習

電子回路設計製作
実習

複合回路実習

インタフェース
製作実習
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電子情報技術科　科目系統図

関連

分野・

応用・

総合

情報

通信

計測・

制御

組込

みソフ

トウェ

ア

マイク

ロコン

ピュー

タ

電気・

電子

Ⅰ期

1年 2年

Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 Ⅵ期 Ⅶ期 Ⅷ期

電子回路設計製作実

習(4)

電子工学(2)

安全衛生工学(2)

環境・エネルギー概

論(2)

ディジタル回路基礎実

習(2)

機械工作実習(2)

生産工学(2)

ディジタル回路技術(2)
ディジタル

回路実習(2)

ファームウェア技術

(2)

ファームウェア実習(2)

組込み機器製作実習Ⅰ(5) ・組込み機器製作実習Ⅱ(4)

企業実習(4)

総合制作実習(12)

マイクロコンピュータ

工学実習(4)

マイクロコンピュータ工学(2) 組み込みシステム工学(2)

インタフェース技術

(2)

インタフェース製作実

習(4)

センサ工学(2)

計測制御技術(2)

学科 実技 選択（電子回路） 選択（プログラミング）

組込み機器応用実習(3)

コンピュータリテラシ(4)
情報システム構築実

習(2)

組込みソフトウェア基礎実習(4)

データ構造・

アルゴリズム(2)

データ構造・アルゴ

リズム実習(2)

組込み

オペレーティングシステム(2)

組込みソフトウェア応

用技術(2)

組込みソフトウェア応用実習(4)

組込みソフトウェア実習

(2)

電気回路(2)

アナログ回路技術(2)

アナログ回路実習(4)電子回路(2)

電気電子工学実験(4)

アナログ回路基礎実

習(2)

電子回路実験(4)

電気回路

演習(2)

情報通信工学(2) 情報通信工学実習(2) ネットワーク システム

(2)ネットワーク技術(2)

第四次産業革命と関連技術(2)

オブジェクト指向プログラミング(4)プログラミング実習(4)

電磁気学(2)

電子技術総合演習(2)

電子情報数学Ⅰ(3) 電子情報数学Ⅱ(1)
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令和４年度
住居環境科

区 合計 標 担当者名
分 単位 準

第１ 第２ 第３ 第４ 第５ 第６ 第７ 第８
キャリア形成概論 2 1 1 ○

一 心理学 1 1
般 職業社会概論 2 1 1 ○
教 経済学 1 1
育 数学 2 2 ○
科 物理 2 1 1 ○
目 英語 2 1 1 ○

工業英語 2 1 1 ○
保健体育Ⅰ 2 1 1
保健体育Ⅱ 2 1 1

　一  般　教　育　科　目　計 18 5 2 4 5 1 1 0 0
建築史 2 1 1 ○

系 建築数学 2 2
基 建築物理 2 1 1
礎 コンピュータ基礎 2 2 ○
学 環境工学Ⅰ 2 1 1 ○
科 構造力学Ⅰ 4 2 2 ○

建築計画Ⅰ 2 1 1 ○
建築構法 2 1 1 ○
建築材料Ⅰ 2 1 1 ○
建築設備 2 1 1 ○
仕様及び積算 2 2 ○
生産工学 2 1 1 ○
安全衛生工学 2 1 1 ○
建築法規 2 1 1 ○

30 9 10 3 2 2 2 2 0
基礎工学実験 4 2 2 ○

系 基礎製図 4 2 2 ○
基 コンピュータ基礎実習 4 2 2 ○
礎 居住プレゼンテーション 4 2 2
実 CAD実習 2 2
技 ○ 上記実技科目に含める

18 4 6 4 2 0 0 2 0
住居論 2 1 1 ○

専 環境工学Ⅱ 2 1 1 ○
攻 建築材料Ⅱ 2 1 1 ○
学 建築施工Ⅰ 2 1 1 ○
科 建築施工Ⅱ 2 1 1 ○

施工管理 2 2
インテリア計画 2 1 1 ○
構造力学Ⅱ 4 2 2 ○
構造設計Ⅰ 2 2 ○
構造設計Ⅱ 2 2 ○
構造設計演習 4 2 2

26 0 0 5 5 5 5 2 4
建築材料実験 4 2 2 ○

専 環境工学実験Ⅰ 2 2 ○
攻 環境工学実験Ⅱ 2 2 ○
実 建築設計実習Ⅰ 4 2 2 ○
技 建築設計実習Ⅱ 4 2 2 ○

インテリア設計実習 4 2 2 ○
BIM実習 2 2 ○
建築施工実習Ⅰ 4 2 2 ○ 集中実習
建築施工実習Ⅲ 4 2 2 ○
施工図実習Ⅰ 2 2 ○
施工図実習Ⅱ 2 2
建築測量実習 2 2 ○
インテリア施工実習 4 2 2 (応用実技)
CG制作実習 4 2 2 Ⅲ期は集中実習(応用実技)

企業実習 4 4 集中実習(応用実技)

総合制作基礎実習 4 2 2

総合制作実習 12 2 4 6 ○
Ⅵ期は集中実習を含む
Ⅷ期は技能照査を含む

64 0 2 6 4 10 12 16 14
18 5 2 4 5 1 1 0 0
30 9 10 3 2 2 2 2 0
18 4 6 4 2 0 0 2 0
26 0 0 5 5 5 5 2 4
64 0 2 6 4 10 12 16 14

156 18 20 22 18 18 20 22 18

履修科目単位表（専門課程）

居住システム　系 施設名： 新潟職業能力開発短期大学校

教科の科目 授業科目
一　　　年 二　　　年

備　考
前期

構造力学

後期 前期 後期

人文科学

社会科学

自然科学

外国語

保健体育

建築概論

情報工学概論
環境工学概論

情報処理実習

建築計画基礎
建築構法
建築材料基礎
建築設備
仕様及び積算
生産工学
安全衛生工学
関係法規
　系 　基 　礎　学　科　計
基礎工学実験
基礎製図

環境工学実験

安全衛生作業法
　系　 基 　礎　実　技　計
建築計画
環境工学
建築材料

建築施工

住環境計画
建築構造力学

建築構造設計

　専　　攻　　学　　科　　計
建築材料実験

合　　　　　　　　　計

建築設計実習

建築施工実習

建築測量実習

（応用実技)

（総合制作実習）

　専　　攻　　実　　技　　計
一 般 教 育 科 目 計
系 基 礎 学 科 計
系 基 礎 実 技 計
専 攻 学 科 計
専 攻 実 技 計
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令和３年度
生産技術科

合計 標 担当者名
単位 準

第１ 第２ 第３ 第４ 第５ 第６ 第７ 第８
キャリア形成概論 2 1 1 ○
心理学 1 1
職業社会概論 2 1 1 ○
経済学 1 1
数学 2 2 ○
物理 2 1 1 ○
物理演習 2 1 1 ○ 選択必修科目
英語 2 1 1 ○
保健体育Ⅰ 2 1 1 受講推奨科目
保健体育Ⅱ 2 1 1

　一  般　教　育　科　目　計 18 5 3 3 3 2 2 0 0
機械制御 2 11 ○
電気工学概論 2 2 ○
コンピュータ基礎 2 2 ○
工業材料 2 2 ○
機械数学 2 2 受講推奨科目
工業力学Ⅰ 2 2 ○
工業力学Ⅱ 2 2 受講推奨科目
材料力学Ⅰ 2 2 ○
材料力学Ⅱ 2 1 1 受講推奨科目
基礎製図 2 1 1 ○
機械製図 2 2 ○
品質管理 2 1 1 ○
安全衛生工学 2 2 ○

26 5 5 4 2 1 4 1 4
基礎工学実験 2 2 ○
機械工学実験 4 4 ○
電気・電子工学実験 2 2 ○
情報処理実習 4 2 2 ○

○ 他実技科目に包括
12 2 0 0 4 2 4 0 0

メカニズム 2 2 ○
機械加工 2 2 ○
機械工作 2 2 ○
数値制御Ⅰ 2 2 ○
数値制御Ⅱ 2 2
数値制御加工Ⅰ 2 2 ○
数値制御加工Ⅱ 2 2 ○
油圧・空圧制御 2 2 ○
シ－ケンス制御 2 2 ○
精密測定 2 2 ○
機械要素設計 2 2 ○
機械設計製図 2 2 ○
ＣＡＥ概論 2 2

26 2 4 3 3 6 2 4 2
機械加工実験 4 4 ○
機械工作基礎実習 2 2 集中授業
機械工作実習 4 4 ○
機械加工実習 8 4 4 ○
機械工学実習 2 2 集中授業
数値制御加工実習Ⅰ 2 2 ○
数値制御加工実習Ⅱ 2 2 ○
応用機械工学実習 6 6
シーケンス制御実習Ⅰ 2 2 ○
シ－ケンス制御実習Ⅱ 4 4 ○
測定実習 2 2 ○ 集中授業
機械設計製図実習 2 2 ○
ＣＡＤ実習Ⅰ 2 2 ○
ＣＡＤ実習Ⅱ 4 4 ○
ＣＡＤ／ＣＡＭ実習 4 4 ○
ＣＡＤ応用実習 2 2
製品デザイン実習 2 2
総合制作基礎実習 4 2 2
総合制作実習 12 2 4 6 ○ 技能照査含む
企業実習 4 4 （企業実習）

74 4 8 12 6 8 8 16 12
18 5 3 3 3 2 2 0 0
26 5 5 4 2 1 4 1 4
12 2 0 0 4 2 4 0 0
26 2 4 3 3 6 2 4 2
74 4 8 12 6 8 8 16 12

156 18 20 22 18 19 20 21 18

履修科目単位表（専門課程）

機械システム系 施設名： 新潟職業能力開発短期大学校

区
分

教科の科目 授業科目
一　　　年 二　　　年 備　考

前期 後期 前期 後期

一
般
教
育
科
目

人文科学

社会科学

自然科学

外国語

保健体育

系
基
礎
学
科

制御工学概論
電気工学概論
情報工学概論
材料工学
力学

基礎製図

生産工学
安全衛生工学
　系 　基 　礎　学　科　計

系
基
礎
実
技

基礎工学実験

電気工学基礎実験
情報処理実習
安全衛生作業法
　系　 基 　礎　実　技　計

専
攻
学
科

機構学
機械加工学

数値制御

油圧・空圧制御
シーケンス制御
測定法
機械設計及び製図

　専　　攻　　学　　科　　計

合　　　　　　　　　計

専
攻
実
技

機械加工実習

制御工学実習

測定実習
設計及び製図実習

（総合制作実習）

　専　　攻　　実　　技　　計
一 般 教 育 科 目 計
系 基 礎 学 科 計
系 基 礎 実 技 計
専 攻 学 科 計
専 攻 実 技 計
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機械制御
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令和３年度
電気エネルギー制御科

区 合計 標 担当者名
分 単位 準

第１ 第２ 第３ 第４ 第５ 第６ 第７ 第８
キャリア形成概論 2 1 1 ○

一 職業社会概論 2 1 1 ○
般 数学 2 2 ○
教 数学演習 2 1 1 ○ 選択必修科目
育 物理 2 1 1 ○
科 英語 2 1 1 ○
目 保健体育Ⅰ 2 1 1 受講推奨科目

保健体育Ⅱ 2 1 1
　一  般　教　育　科　目　計 16 5 3 2 2 2 2 0 0

コンピュータ工学 2 2 ○
系 電磁気学Ⅰ 2 2 ○
基 電磁気学Ⅱ 2 2 ○
礎 電気回路Ⅰ 2 2 ○
学 電気回路Ⅱ 2 2 ○
科 電気数学 2 2 ○

電子回路工学Ⅰ 2 2 ○
電子回路工学Ⅱ 2 2 ○
制御工学Ⅰ 1 1 ○
制御工学Ⅱ 3 1 2 ○
品質管理 2 1 1 ○
安全衛生工学 2 1 1 ○

24 3 5 6 4 1 2 1 2
系 電気工学基礎実験 4 2 2 ○
基 電子工学基礎実験 4 2 2 ○
礎 電子回路基礎実験 4 2 2 ○
実 情報工学基礎実習 4 2 2 ○
技 上記実技科目に含める

16 4 6 4 2 0 0 0 0
機械工学概論Ⅰ 2 2 ○

専 機械工学概論Ⅱ 2 2 ○
攻 シーケンス制御 2 2 ○
学 電気機器学Ⅰ 2 1 1 ○
科 電気機器学Ⅱ 2 1 1 ○

電気・電子計測 2 2 ○
電力管理 2 2 ○
電気エネルギー概論 2 2 ○
環境エネルギー工学 2 2 ○
自動制御 2 2 ○
センサ工学 2 2 ○
インタフェース技術 2 2 ○
制御プログラミング 2 2 ○
電気設備概論 2 2 (電気設備)

28 4 2 2 2 5 6 3 4
機械工作実習 4 4 ○

専 シーケンス回路実習 4 2 2 ○
攻 シーケンス制御実習Ⅰ 4 2 2 ○ 集中実習
実 シーケンス制御実習Ⅱ 2 2 ○
技 シーケンス制御実習Ⅲ 2 2 受講推奨科目

CAD実習 4 4 ○
制御盤製作実習 4 4 受講推奨科目
FAシステム実習Ⅰ 2 2 ○
FAシステム実習Ⅱ 2 2 受講推奨科目
産業用ロボット制御実習 2 2 ○ 集中実習
電気機器実験 4 4 ○
電力管理実習 2 2 ○
電気・電子計測実習 2 2 ○
環境・エネルギー実験 2 2 ○
制御プログラミング実習 4 2 2 ○
自律型ロボット製作実習 4 4 ○
総合制作基礎実習 6 2 4
総合制作実習 12 4 8 ○
電気設備実習 4 4 (電気設備実習)
企業実習 2 2 （企業実習）集中実習

72 2 4 8 8 10 10 18 12
16 5 3 2 2 2 2 0 0
24 3 5 6 4 1 2 1 2
16 4 6 4 2 0 0 0 0
28 4 2 2 2 5 6 3 4
72 2 4 8 8 10 10 18 12

156 18 20 22 18 18 20 22 18

履修科目単位表（専門課程）

　電気・電子システム系 施設 名 ： 新潟職業能力開発短期大学校

教科の科目 授業科目
一　　　年 二　　　年

備　考
前期

電子工学

後期 前期 後期

人文科学
社会科学

自然科学

外国語

保健体育

情報工学概論

電磁気学

電気回路

電気機器

制御工学

生産工学
安全衛生工学
　系 　基 　礎　学　科　計
電気工学基礎実験
電子工学基礎実験
電子回路基礎実験
情報工学基礎実習
安全衛生作業法
　系　 基 　礎　実　技　計

機械制御

環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ有効
利用技術

自動制御

　専　　攻　　学　　科　　計
機械工作実習

機械制御実習

FAシステム構築実習

電気機器実験

環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ有効
利用実習

自動制御実習

（総合制作実習）

専 攻 実 技 計
合　　　　　　　　　計

　専　　攻　　実　　技　　計
一 般 教 育 科 目 計
系 基 礎 学 科 計
系 基 礎 実 技 計
専 攻 学 科 計
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令和３年度
電子情報技術科

区 合計 標 担当者名
分 単位 準

第１ 第２ 第３ 第４ 第５ 第６ 第７ 第８
キャリア形成概論 2 1 1 ○

一 職業社会概論 2 1 1 ○
般 数学 2 2 ○
教 物理 2 1 1 ○
育 物理演習 2 1 1 ○ 選択必修科目
科 英語 2 1 1 ○
目 工業英語 2 1 1 ○ 選択必修科目

保健体育 2 1 1 受講推奨科目
保健体育Ⅱ 2 1 1

　一  般　教　育　科　目　計 18 4 2 5 5 1 1 0 0
電子情報数学Ⅰ 3 1 1 1 ○

系 電子情報数学Ⅱ 1 1
基 電磁気学 2 1 1 ○
礎 電気回路 2 2 ○
学 電気回路演習 2 2
科 電子工学 2 1 1 ○

電子回路 2 2 ○
情報通信工学 2 2 ○
データ構造・アルゴリズム 2 2 ○
組込みシステム工学 2 1 1 ○
環境・エネルギー概論 2 2 ○
生産工学 2 1 1 ○
安全衛生工学 2 1 1 ○

26 8 8 1 5 1 2 1 0
電気電子工学実験 4 2 2 ○

系 アナログ回路基礎実習 2 2 ○
基 ディジタル回路基礎実習 2 2 ○
礎 情報通信工学実習 2 2 ○
実 データ構造・アルゴリズム実習 2 2 ○
技 組込みソフトウェア基礎実習 4 2 2 ○

組込みソフトウェア実習 2 2
プログラミング実習 4 2 2
機械工作実習 2 2 ○ 2期集中実習

他実技科目に包括

コンピュータリテラシ 4 2 2 （コンピュータリテラシ）

28 6 10 6 4 2 0 0 0
アナログ回路技術 2 1 1 ○

専 ディジタル回路技術 2 2 ○
攻 マイクロコンピュータ工学 2 1 1 ○
学 組込みオペレーティングシステム 2 1 1 ○
科 計測制御技術 2 1 1 ○

センサ工学 2 1 1 ○
組込みソフトウェア応用技術 2 2 ○
ファームウェア技術 2 2 ○
インタフェース技術 2 2 ○
電子技術総合演習 2 1 1
ネットワーク技術 2 1 1 ○
第4次産業革命と関連技術 2 1 1 ○

24 0 0 4 2 6 6 2 4
アナログ回路実習 4 2 2 ○

専 ディジタル回路実習 2 2 ○
攻 電子回路実験 4 2 2 選択科目(１科目を選択)

実 マイクロコンピュータ工学実習 4 2 2 ○
技 電子回路設計製作実習 4 4 ○ 7期集中実習

インタフェース製作実習 4 4 ○ 6期集中実習を含む

組込みソフトウェア応用実習 4 2 2 ○
ファームウェア実習 2 2 ○
ネットワークシステム 2 2 （情報通信工学実習）

情報システム構築実習 2 2 （情報通信工学実習）

オブジェクト指向プログラミング 4 2 2 選択科目(１科目を選択)

組込み機器製作実習Ⅰ 5 2 3 ○
組込み機器製作実習Ⅱ 4 2 2
組込み機器応用実習 3 3
総合制作実習 12 7 5 ○
企業実習 4 4 3期集中実習

60 0 0 6 2 8 11 19 14
18 4 2 5 5 1 1 0 0
26 8 8 1 5 1 2 1 0
28 6 10 6 4 2 0 0 0
24 0 0 4 2 6 6 2 4
60 0 0 6 2 8 11 19 14

156 18 20 22 18 18 20 22 18

自然科学

履修科目単位表（専門課程）

　　　　　電子情報制御システム系 施 設 名 ： 新潟職業能力開発短期大学校

教科の科目 授業科目
一　　　年 二　　　年

備　考
前期 後期 前期 後期

人文科学
社会科学

電子回路基礎実習

外国語

保健体育

電子情報数学

電気電子工学

情報通信工学

組込みシステム工学

環境・エネルギー概論

生産工学
安全衛生工学
　系 　基 　礎　学　科　計
電気電子工学実験

インタフェース技術

情報通信工学基礎実習

組込みソフトウェア基礎実習

機械工作実習
安全衛生作業法

　系　 基 　礎　実　技　計

複合回路技術

マイクロコンピュータ工学

組込みオペレーティングシステム

計測技術

ファームウェア技術

企業実習

電子情報総合演習

情報端末・移動体通信技術

　専　　攻　　学　　科　　計

複合回路実習

マイクロコンピュータ工学実習

電子回路設計製作実習

インタフェース製作実習

ファームウェア製作実習

組込み機器製作実習

（総合制作実習）

合　　　　　　　　　計

　専　　攻　　実　　技　　計
一 般 教 育 科 目 計
系 基 礎 学 科 計
系 基 礎 実 技 計
専 攻 学 科 計
専 攻 実 技 計
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組込み機器応用実習
（3）

第4次産業革命と関連技術（2）

ネットワーク技術（2）
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令和３年度
住居環境科

区 合計 標
担当者名分 単位 準

第１ 第２ 第３ 第４ 第５ 第６ 第７ 第８
キャリア形成概論 2 1 1 ○

一 心理学 1 1
般 職業社会概論 2 1 1 ○
教 経済学 1 1
育 数学 2 2 ○
科 物理 2 1 1 ○
目 英語 2 1 1 ○

工業英語 2 1 1 ○ 選択必修科目
保健体育Ⅰ 2 1 1
保健体育Ⅱ 2 1 1

　一  般　教　育　科　目　計 18 5 2 4 5 1 1 0 0
建築史 2 1 1 ○

系 建築数学 2 2 受講推奨科目
基 建築物理 2 1 1
礎 コンピュータ基礎 2 2 ○
学 環境工学Ⅰ 2 1 1 ○
科 構造力学Ⅰ 4 2 2 ○

建築計画Ⅰ 2 1 1 ○
建築構法 2 1 1 ○
建築材料Ⅰ 2 1 1 ○
建築設備 2 1 1 ○
仕様及び積算 2 2 ○
生産工学 2 1 1 ○
安全衛生工学 2 1 1 ○
建築法規 2 1 1 ○

30 9 10 3 2 2 2 2 0
基礎工学実験 4 2 2 ○

系 基礎製図 4 2 2 ○
基 コンピュータ基礎実習 4 2 2 ○
実 居住プレゼンテーション 4 2 2
技 CAD実習 2 2
礎 ○ 他実技科目に包括

18 4 6 4 2 2 0 0 0
住居論 2 1 1 ○

専 環境工学Ⅱ 2 1 1 ○
攻 建築材料Ⅱ 2 1 1 ○
学 建築施工Ⅰ 2 1 1 ○
科 建築施工Ⅱ 2 1 1 ○

施工管理 2 2 （建築科）
インテリア計画 2 2 ○
構造力学Ⅱ 4 2 2 ○
構造設計Ⅰ 2 2 ○
構造設計Ⅱ 2 2 ○
構造設計演習 4 2 2

26 0 0 5 5 4 6 2 4
建築材料実験 4 2 2 ○

専 環境工学実験Ⅰ 2 2 ○
攻 環境工学実験Ⅱ 2 2 ○
実 建築設計実習Ⅰ 4 2 2 ○
技 建築設計実習Ⅱ 4 2 2 ○

インテリア設計実習 4 2 2 ○
BIM実習 2 2 ○
建築施工実習Ⅰ 4 2 2 ○ 集中実習
建築施工実習Ⅲ 4 2 2 ○ 選択必修科目
施工図実習Ⅰ 2 2 ○
施工図実習Ⅱ 2 2 受講推奨科目
建築測量実習 2 2 ○
インテリア施工実習 4 2 2
CG制作実習 4 2 2 Ⅲ期は集中実習(応用実技)

企業実習 4 4 集中実習
総合制作基礎実習 4 1 3 Ⅵ期は集中実習を含む

総合制作実習 12 6 6 ○ Ⅷ期は技能照査を含む

64 0 2 6 4 9 11 18 14
18 5 2 4 5 1 1 0 0
30 9 10 3 2 2 2 2 0
18 4 6 4 2 2 0 0 0
26 0 0 5 5 4 6 2 4
64 0 2 6 4 9 11 18 14

156 18 20 22 18 18 20 22 18

履修科目単位表（専門課程）

居住システム　系 施 設 名 ： 新潟職業能力開発短期大学校

教科の科目 授業科目
一　　　年 二　　　年

備　考前期

構造力学

後期 前期 後期

人文科学

社会科学

自然科学

外国語

保健体育

建築概論

情報工学概論
環境工学概論

情報処理実習

建築計画基礎
建築構法
建築材料基礎
建築設備
仕様及び積算
生産工学
安全衛生工学
関係法規
　系 　基 　礎　学　科　計
基礎工学実験
基礎製図

環境工学実験

安全衛生作業法
　系　 基 　礎　実　技　計
建築計画
環境工学
建築材料

建築施工

住環境計画
建築構造力学

建築構造設計

　専　　攻　　学　　科　　計
建築材料実験

合　　　　　　　　　計

建築設計実習

建築施工実習

建築測量実習

応用実技

（総合制作実習）

　専　　攻　　実　　技　　計
一 般 教 育 科 目 計
系 基 礎 学 科 計
系 基 礎 実 技 計
専 攻 学 科 計
専 攻 実 技 計

─ 18 ─



─ 19 ─



─ 20 ─



─ 21 ─



、中等教育学校
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（授業料等の減免）

第31条 　経済的な事由または天災事変等の災害を受け、入校料及び授業料の納入が困難で、かつ学業成績優

秀と認められる学生については、別に定める規則により授業料等を免除することができる。

─ 24 ─



　附　　則

　（令和３年３月２日）

　　　１．本校則は、令和３年４月１日から施行する。

　　　　　ただし、第31条は令和２年４月１日に遡及し適用する。
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Ⅲ　規 程 ・ 規 則
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63
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授業料等減免の対象とならない。

　　この規定は、令和４年４月１日から実施する。
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４．授業料等減免取扱規則

（目　　的）

第１条　この規則は、新潟職業能力開発短期大学校校則第31条の規定に基づき、入校料及び授業料（以下

「授業料等」という。）の減免について必要な事項を定めることを目的とする。

（授業料等の減免の対象）

第２条　授業料等の減免（以下「減免」という。）を受けることができる学生は、以下の基準を満たす者と

する。

　　　⑴　別に定める授業料等減免制度選考基準（以下「選考基準」という。）における国籍・在留資格等

に関する要件を満たす学生のうち、次のいずれかに該当し、かつ、学業成績優秀と認められる者と

する。

　　　　イ　経済的理由により授業料等の納付が困難であるもの。

　　　　ロ　学資を主として負担している者が死亡、事故や病気により半年以上就労困難、非自発的な失職

若しくは天災事変等の災害を受け、授業料等の納付が困難であるもの。

　　　⑵　前号で定める基準を満たした者で、職業能力開発大学校、附属職業能力開発短期大学校、職業能

力開発短期大学校及び職業能力開発総合大学校（以下「能開大等」という。）及び職業能力開発促

進センター港湾労働分所（以下「港湾労働分所」という。）において、授業料等減免制度の利用実

績がない者。

　　　　　なお、能開大等の専門課程又は港湾労働分所の普通課程を修了後、応用課程に進学した者は除く

こと。

（減免の取扱い）

第３条　減免は、前期にあっては４月１日から30日までに、後期にあっては10月１日から31日までに受け付

けた申請に対して当該期分について、これを認定する。

（減免の額）

第４条　減免の額は、学生及びその生計維持者の収入等に応じて、入校料及び各期分の授業料の全額（第Ⅰ

区分）、その３分の２（第Ⅱ区分）又はその３分の１（第Ⅲ区分）とする。

（減免の申請）

第５条　新たに減免を受けようとする学生は、授業料等減免の対象者の認定に関する申請書（様式１）とそ

の他本校が別途定める必要書類を添えて、申請するものとする。

　　２　減免の認定を受け、支援の継続を希望する学生は、半期毎に授業料減免の対象者の認定の継続に関

する申請書（様式２）とその他本校が別途定める必要書類を添えて、申請するものとする。

（減免の認定）

第６条　校長は、提出された申請書類について審査を経て、これを認定するものとする。

　　２　前項の審査は、選考基準により行うものとする。

　　３　前項の規定による減免の認定又は不認定を決定するまでの間は、当該減免の申請に係る授業料等の

徴収を猶予する。

　　４　減免を不認定とされた者及び一部免除を認定された者は、本校が指定する日までに、その学期分の

授業料等の全額又はその一部を納付しなければならない。

（通　　知）

第７条　校長は、減免の審査結果を、その結果に応じて授業料等減免認定結果通知書の各様式（様式４－１

～４－２）により当該学生に通知するものとする。

（適格認定）

第８条　校長は、本校の定める必要な時期に、減免を受けている学生に対し、学業成績及び収入・資産に関

する審査を行い、減免による支援対象者としての基準を満たしているかの確認（適格認定）を行う。

　　２　前項の審査は、選考基準により行うものとする。

　　３　適格認定の結果を、その結果に応じて授業料等減免の適格認定における学業成績の判定結果通知

（様式５－１～５－２）又は授業料等減免の認定取消通知書（様式６）及び授業料等減免の適格認定

における収入額・資産額の判定結果通知（様式５－３）により、当該学生に通知するものとする。

（家計急変）

第９条　予期できない事由により家計が急変し、緊急で支援の必要がある場合には、第３条によらず、随

時、減免の申請を行うことができることとする。

　　２　第５条第１項で定める書類とその他本校が別途定める必要書類を添えて、申請するものとする。

　　３　減免の額は、第４条の支援区分により月単位で算出する。

　　４　減免の審査結果については、その結果に応じて授業料等減免認定結果通知書の各様式（様式４－２

～４－３）により当該学生に通知するものとする。

（家計急変の継続申請）

第10条　前条による支援の継続を希望する学生は、３カ月ごとに申請をし、審査を受けなければならない。

　　２　事由発生より15カ月を経過したときは、１年ごとに申請をし、審査を受けなければならない。

　　３　減免の審査結果については、その結果に応じて授業料等減免の適格認定における学業成績の判定結

果通知（様式５－１～５－２）又は授業料等減免の認定取消通知書（様式６）及び授業料等減免の適

格認定における収入額・資産額の判定結果通知（様式５－４）により、当該学生に通知するものとす

る。

（支援停止）

第11条　校長は、減免の認定を受けた学生について、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の認定の

効力を停止するものとする。

　　　⑴　日本国籍を有さず、在留資格等を有しなくなった場合

　　　⑵　適格認定における収入額及び資産額の判定の結果、認定要件を満たさなくなった場合

　　　⑶　休学等が生じた場合

　　　⑷　本校の定める日までに第５条第２項に掲げる書類の提出がなかった場合

　　　⑸　認定の効力の停止について学生から授業料等減免の支援停止申請書（様式10－１）により申し出

があった場合

　　　⑹　校則第26条の規定により、停学（３月未満）、戒告又は訓告の懲戒処分を受けた場合

　　２　前項の各号により減免の認定の効力を停止する場合、授業料等減免対象者としての認定の効力の停

止に関する通知（様式７－１）により、当該学生に通知するものとする。

　　３　減免の認定の効力を停止する期間は次の各号のいずれかによるものとする。

　　　⑴　前項第１号から第４号及び第６号の場合、本校が指定する期間

　　　⑵　前項第５号の場合、学生より申し出のあった期間

　　４　支援停止期間中の授業料については、本校が指定する日までに納付しなければならない。

　　５　減免の認定の効力を停止している学生について、次の各号のいずれかに該当する場合、支援を再開

することができることとする。なお、支援の再開を認める場合、授業料等減免の認定の効力の停止の

解除に伴う支援再開に関する通知（様式７－２）により、当該学生に通知するものとする。

　　　⑴　支援対象となる在留資格等を再び有することとなり、授業料等減免の対象者の国籍・在留資格等

の変更届（様式８）により申し出があった場合

　　　⑵　認定の効力の停止の解除について学生から授業料等減免の停止の解除（支援の再開）申請書（様

式10－２）により申し出があった場合

　　　⑶　復学した場合

（認定取消）

第12条　校長は、減免の認定を受けた学生について、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の認定を

取り消すものとする。

　　　⑴　適格認定における学業成績の判定の結果、選考基準における「廃止」の区分に該当した場合

　　　⑵　第５条及び第９条に掲げる書類の記載事項に虚偽の事実があることが判明した場合

　　　⑶　校則第26条の規定により、退学又は停学（３月以上又は期限の定め無し）の懲戒処分を受けた場合

　　２　校長は、認定の取り消しを受けた学生に対し、授業料等減免の認定取消通知書（様式６）により、

当該学生あて通知するものとする。

　　３　前項により認定取消を受けた者は、次の各号のいずれかに定める始期から認定取消までの間に減免

された授業料等を、本校が指定する日までに納付すること。

　　　⑴　前項第１号に該当する者のうち、学業成績が著しく不良である者については、学年の半期の初日

の属する月の１日を始期とする

　　　⑵　前項第２号に該当する者は、不正が行われた日の属する年度の初日を始期とする

　　　⑶　前項第３号に該当する者は、当該処分日の属する年度の初日を始期とする

（支援期間）

第13条　免除を受けることができる期間は、以下の修業年限とする。

　　　⑴　専門課程、応用課程及び日本版デュアルシステム（専門課程活用型）においては２年とする

　　　⑵　総合課程においては４年とする

　　２　災害や傷病、その他やむを得ない理由で正規の手続きにより休学した者については、当該休学期間

を支援期間に通算しない。

　附　　則

（施行期日）

第１条　この規則は、令和３年２月25日から施行し、令和２年４月１日から適用する。

（旧免除制度に係る経過措置）

第２条　令和元年度に高度技能者養成訓練に係る授業料免除制度（以下「旧免除制度」という。）により授

業料の免除を受けていた者については、本規則に定める減免申請をし、承認された免除額が旧免除制

度で受けていた免除額よりも低い場合は、経過措置として旧免除制度による授業料の免除を申請する

ことができる。

　　２　前項の経過措置を申請し、承認された後、授業料等減免制度の選択に係る申告書（様式13）により

旧免除制度の支援を受けることを選択した者は、本規則に定める支援を今後受けることはできない。

これは、他の能開大等で旧免除制度の支援を選択した者についても同じである。

　　３　旧免除制度の経過措置期間は、令和５年３月31日までとする。

　　　　なお経過措置期間の内で、旧免除制度を申請することができる期間については、次の各号のいずれ

かによる。

　　　⑴　令和元年度時点で総合課程に在籍していた者は修了するまでの期間

　　　⑵　令和元年度時点で専門課程に在籍していた者のうち応用課程への進学者を除く者は、専門課程を

修了するまでの期間

　　　⑶　令和元年度時点で専門課程に在籍していた者のうち、応用課程への進学者は応用課程を修了する

までの期間

　　　⑷　令和元年度時点で応用課程に在籍していた者は修了するまでの期間

（旧免除制度における授業料免除制度規則）

第３条　旧免除制度により免除を受ける者は、本規則によらず、別添３「職業能力開発大学校授業料免除取

扱規則」によることとする。

（適用期間）

第４条　附則第２条及び第３条については、令和５年３月31日まで適用する。

（附 則）

　　この規程は、平成12年４月１日から実施する。

　　平成４年４月１日制定の新潟職業訓練短期大学校授業料免除規程は廃止する。

　　この規程は、平成23年４月１日から実施する。

　　この規程は、平成24年４月１日から実施する。

　　この規程は、平成27年４月１日から実施する。

　　この規程は、平成28年４月１日から実施する。

　　この規則は、令和２年４月１日から実施する。
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４．授業料等減免取扱規則

（目　　的）

第１条　この規則は、新潟職業能力開発短期大学校校則第31条の規定に基づき、入校料及び授業料（以下

「授業料等」という。）の減免について必要な事項を定めることを目的とする。

（授業料等の減免の対象）

第２条　授業料等の減免（以下「減免」という。）を受けることができる学生は、以下の基準を満たす者と

する。

　　　⑴　別に定める授業料等減免制度選考基準（以下「選考基準」という。）における国籍・在留資格等

に関する要件を満たす学生のうち、次のいずれかに該当し、かつ、学業成績優秀と認められる者と

する。

　　　　イ　経済的理由により授業料等の納付が困難であるもの。

　　　　ロ　学資を主として負担している者が死亡、事故や病気により半年以上就労困難、非自発的な失職

若しくは天災事変等の災害を受け、授業料等の納付が困難であるもの。

　　　⑵　前号で定める基準を満たした者で、職業能力開発大学校、附属職業能力開発短期大学校、職業能

力開発短期大学校及び職業能力開発総合大学校（以下「能開大等」という。）及び職業能力開発促

進センター港湾労働分所（以下「港湾労働分所」という。）において、授業料等減免制度の利用実

績がない者。

　　　　　なお、能開大等の専門課程又は港湾労働分所の普通課程を修了後、応用課程に進学した者は除く

こと。

（減免の取扱い）

第３条　減免は、前期にあっては４月１日から30日までに、後期にあっては10月１日から31日までに受け付

けた申請に対して当該期分について、これを認定する。

（減免の額）

第４条　減免の額は、学生及びその生計維持者の収入等に応じて、入校料及び各期分の授業料の全額（第Ⅰ

区分）、その３分の２（第Ⅱ区分）又はその３分の１（第Ⅲ区分）とする。

（減免の申請）

第５条　新たに減免を受けようとする学生は、授業料等減免の対象者の認定に関する申請書（様式１）とそ

の他本校が別途定める必要書類を添えて、申請するものとする。

　　２　減免の認定を受け、支援の継続を希望する学生は、半期毎に授業料減免の対象者の認定の継続に関

する申請書（様式２）とその他本校が別途定める必要書類を添えて、申請するものとする。

（減免の認定）

第６条　校長は、提出された申請書類について審査を経て、これを認定するものとする。

　　２　前項の審査は、選考基準により行うものとする。

　　３　前項の規定による減免の認定又は不認定を決定するまでの間は、当該減免の申請に係る授業料等の

徴収を猶予する。

　　４　減免を不認定とされた者及び一部免除を認定された者は、本校が指定する日までに、その学期分の

授業料等の全額又はその一部を納付しなければならない。

（通　　知）

第７条　校長は、減免の審査結果を、その結果に応じて授業料等減免認定結果通知書の各様式（様式４－１

～４－２）により当該学生に通知するものとする。

（適格認定）

第８条　校長は、本校の定める必要な時期に、減免を受けている学生に対し、学業成績及び収入・資産に関

する審査を行い、減免による支援対象者としての基準を満たしているかの確認（適格認定）を行う。

　　２　前項の審査は、選考基準により行うものとする。

　　３　適格認定の結果を、その結果に応じて授業料等減免の適格認定における学業成績の判定結果通知

（様式５－１～５－２）又は授業料等減免の認定取消通知書（様式６）及び授業料等減免の適格認定

における収入額・資産額の判定結果通知（様式５－３）により、当該学生に通知するものとする。

（家計急変）

第９条　予期できない事由により家計が急変し、緊急で支援の必要がある場合には、第３条によらず、随

時、減免の申請を行うことができることとする。

　　２　第５条第１項で定める書類とその他本校が別途定める必要書類を添えて、申請するものとする。

　　３　減免の額は、第４条の支援区分により月単位で算出する。

　　４　減免の審査結果については、その結果に応じて授業料等減免認定結果通知書の各様式（様式４－２

～４－３）により当該学生に通知するものとする。

（家計急変の継続申請）

第10条　前条による支援の継続を希望する学生は、３カ月ごとに申請をし、審査を受けなければならない。

　　２　事由発生より15カ月を経過したときは、１年ごとに申請をし、審査を受けなければならない。

　　３　減免の審査結果については、その結果に応じて授業料等減免の適格認定における学業成績の判定結

果通知（様式５－１～５－２）又は授業料等減免の認定取消通知書（様式６）及び授業料等減免の適

格認定における収入額・資産額の判定結果通知（様式５－４）により、当該学生に通知するものとす

る。

（支援停止）

第11条　校長は、減免の認定を受けた学生について、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の認定の

効力を停止するものとする。

　　　⑴　日本国籍を有さず、在留資格等を有しなくなった場合

　　　⑵　適格認定における収入額及び資産額の判定の結果、認定要件を満たさなくなった場合

　　　⑶　休学等が生じた場合

　　　⑷　本校の定める日までに第５条第２項に掲げる書類の提出がなかった場合

　　　⑸　認定の効力の停止について学生から授業料等減免の支援停止申請書（様式10－１）により申し出

があった場合

　　　⑹　校則第26条の規定により、停学（３月未満）、戒告又は訓告の懲戒処分を受けた場合

　　２　前項の各号により減免の認定の効力を停止する場合、授業料等減免対象者としての認定の効力の停

止に関する通知（様式７－１）により、当該学生に通知するものとする。

　　３　減免の認定の効力を停止する期間は次の各号のいずれかによるものとする。

　　　⑴　前項第１号から第４号及び第６号の場合、本校が指定する期間

　　　⑵　前項第５号の場合、学生より申し出のあった期間

　　４　支援停止期間中の授業料については、本校が指定する日までに納付しなければならない。

　　５　減免の認定の効力を停止している学生について、次の各号のいずれかに該当する場合、支援を再開

することができることとする。なお、支援の再開を認める場合、授業料等減免の認定の効力の停止の

解除に伴う支援再開に関する通知（様式７－２）により、当該学生に通知するものとする。

　　　⑴　支援対象となる在留資格等を再び有することとなり、授業料等減免の対象者の国籍・在留資格等

の変更届（様式８）により申し出があった場合

　　　⑵　認定の効力の停止の解除について学生から授業料等減免の停止の解除（支援の再開）申請書（様

式10－２）により申し出があった場合

　　　⑶　復学した場合

（認定取消）

第12条　校長は、減免の認定を受けた学生について、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の認定を

取り消すものとする。

　　　⑴　適格認定における学業成績の判定の結果、選考基準における「廃止」の区分に該当した場合

　　　⑵　第５条及び第９条に掲げる書類の記載事項に虚偽の事実があることが判明した場合

　　　⑶　校則第26条の規定により、退学又は停学（３月以上又は期限の定め無し）の懲戒処分を受けた場合

　　２　校長は、認定の取り消しを受けた学生に対し、授業料等減免の認定取消通知書（様式６）により、

当該学生あて通知するものとする。

　　３　前項により認定取消を受けた者は、次の各号のいずれかに定める始期から認定取消までの間に減免

された授業料等を、本校が指定する日までに納付すること。

　　　⑴　前項第１号に該当する者のうち、学業成績が著しく不良である者については、学年の半期の初日

の属する月の１日を始期とする

　　　⑵　前項第２号に該当する者は、不正が行われた日の属する年度の初日を始期とする

　　　⑶　前項第３号に該当する者は、当該処分日の属する年度の初日を始期とする

（支援期間）

第13条　免除を受けることができる期間は、以下の修業年限とする。

　　　⑴　専門課程、応用課程及び日本版デュアルシステム（専門課程活用型）においては２年とする

　　　⑵　総合課程においては４年とする

　　２　災害や傷病、その他やむを得ない理由で正規の手続きにより休学した者については、当該休学期間

を支援期間に通算しない。

　附　　則

（施行期日）

第１条　この規則は、令和３年２月25日から施行し、令和２年４月１日から適用する。

（旧免除制度に係る経過措置）

第２条　令和元年度に高度技能者養成訓練に係る授業料免除制度（以下「旧免除制度」という。）により授

業料の免除を受けていた者については、本規則に定める減免申請をし、承認された免除額が旧免除制

度で受けていた免除額よりも低い場合は、経過措置として旧免除制度による授業料の免除を申請する

ことができる。

　　２　前項の経過措置を申請し、承認された後、授業料等減免制度の選択に係る申告書（様式13）により

旧免除制度の支援を受けることを選択した者は、本規則に定める支援を今後受けることはできない。

これは、他の能開大等で旧免除制度の支援を選択した者についても同じである。

　　３　旧免除制度の経過措置期間は、令和５年３月31日までとする。

　　　　なお経過措置期間の内で、旧免除制度を申請することができる期間については、次の各号のいずれ

かによる。

　　　⑴　令和元年度時点で総合課程に在籍していた者は修了するまでの期間

　　　⑵　令和元年度時点で専門課程に在籍していた者のうち応用課程への進学者を除く者は、専門課程を

修了するまでの期間

　　　⑶　令和元年度時点で専門課程に在籍していた者のうち、応用課程への進学者は応用課程を修了する

までの期間

　　　⑷　令和元年度時点で応用課程に在籍していた者は修了するまでの期間

（旧免除制度における授業料免除制度規則）

第３条　旧免除制度により免除を受ける者は、本規則によらず、別添３「職業能力開発大学校授業料免除取

扱規則」によることとする。

（適用期間）

第４条　附則第２条及び第３条については、令和５年３月31日まで適用する。

（附 則）

　　この規程は、平成12年４月１日から実施する。

　　平成４年４月１日制定の新潟職業訓練短期大学校授業料免除規程は廃止する。

　　この規程は、平成23年４月１日から実施する。

　　この規程は、平成24年４月１日から実施する。

　　この規程は、平成27年４月１日から実施する。

　　この規程は、平成28年４月１日から実施する。

　　この規則は、令和２年４月１日から実施する。
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４．授業料等減免取扱規則

（目　　的）

第１条　この規則は、新潟職業能力開発短期大学校校則第31条の規定に基づき、入校料及び授業料（以下

「授業料等」という。）の減免について必要な事項を定めることを目的とする。

（授業料等の減免の対象）

第２条　授業料等の減免（以下「減免」という。）を受けることができる学生は、以下の基準を満たす者と

する。

　　　⑴　別に定める授業料等減免制度選考基準（以下「選考基準」という。）における国籍・在留資格等

に関する要件を満たす学生のうち、次のいずれかに該当し、かつ、学業成績優秀と認められる者と

する。

　　　　イ　経済的理由により授業料等の納付が困難であるもの。

　　　　ロ　学資を主として負担している者が死亡、事故や病気により半年以上就労困難、非自発的な失職

若しくは天災事変等の災害を受け、授業料等の納付が困難であるもの。

　　　⑵　前号で定める基準を満たした者で、職業能力開発大学校、附属職業能力開発短期大学校、職業能

力開発短期大学校及び職業能力開発総合大学校（以下「能開大等」という。）及び職業能力開発促

進センター港湾労働分所（以下「港湾労働分所」という。）において、授業料等減免制度の利用実

績がない者。

　　　　　なお、能開大等の専門課程又は港湾労働分所の普通課程を修了後、応用課程に進学した者は除く

こと。

（減免の取扱い）

第３条　減免は、前期にあっては４月１日から30日までに、後期にあっては10月１日から31日までに受け付

けた申請に対して当該期分について、これを認定する。

（減免の額）

第４条　減免の額は、学生及びその生計維持者の収入等に応じて、入校料及び各期分の授業料の全額（第Ⅰ

区分）、その３分の２（第Ⅱ区分）又はその３分の１（第Ⅲ区分）とする。

（減免の申請）

第５条　新たに減免を受けようとする学生は、授業料等減免の対象者の認定に関する申請書（様式１）とそ

の他本校が別途定める必要書類を添えて、申請するものとする。

　　２　減免の認定を受け、支援の継続を希望する学生は、半期毎に授業料減免の対象者の認定の継続に関

する申請書（様式２）とその他本校が別途定める必要書類を添えて、申請するものとする。

（減免の認定）

第６条　校長は、提出された申請書類について審査を経て、これを認定するものとする。

　　２　前項の審査は、選考基準により行うものとする。

　　３　前項の規定による減免の認定又は不認定を決定するまでの間は、当該減免の申請に係る授業料等の

徴収を猶予する。

　　４　減免を不認定とされた者及び一部免除を認定された者は、本校が指定する日までに、その学期分の

授業料等の全額又はその一部を納付しなければならない。

（通　　知）

第７条　校長は、減免の審査結果を、その結果に応じて授業料等減免認定結果通知書の各様式（様式４－１

～４－２）により当該学生に通知するものとする。

（適格認定）

第８条　校長は、本校の定める必要な時期に、減免を受けている学生に対し、学業成績及び収入・資産に関

する審査を行い、減免による支援対象者としての基準を満たしているかの確認（適格認定）を行う。

　　２　前項の審査は、選考基準により行うものとする。

　　３　適格認定の結果を、その結果に応じて授業料等減免の適格認定における学業成績の判定結果通知

（様式５－１～５－２）又は授業料等減免の認定取消通知書（様式６）及び授業料等減免の適格認定

における収入額・資産額の判定結果通知（様式５－３）により、当該学生に通知するものとする。

（家計急変）

第９条　予期できない事由により家計が急変し、緊急で支援の必要がある場合には、第３条によらず、随

時、減免の申請を行うことができることとする。

　　２　第５条第１項で定める書類とその他本校が別途定める必要書類を添えて、申請するものとする。

　　３　減免の額は、第４条の支援区分により月単位で算出する。

　　４　減免の審査結果については、その結果に応じて授業料等減免認定結果通知書の各様式（様式４－２

～４－３）により当該学生に通知するものとする。

（家計急変の継続申請）

第10条　前条による支援の継続を希望する学生は、３カ月ごとに申請をし、審査を受けなければならない。

　　２　事由発生より15カ月を経過したときは、１年ごとに申請をし、審査を受けなければならない。

　　３　減免の審査結果については、その結果に応じて授業料等減免の適格認定における学業成績の判定結

果通知（様式５－１～５－２）又は授業料等減免の認定取消通知書（様式６）及び授業料等減免の適

格認定における収入額・資産額の判定結果通知（様式５－４）により、当該学生に通知するものとす

る。

（支援停止）

第11条　校長は、減免の認定を受けた学生について、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の認定の

効力を停止するものとする。

　　　⑴　日本国籍を有さず、在留資格等を有しなくなった場合

　　　⑵　適格認定における収入額及び資産額の判定の結果、認定要件を満たさなくなった場合

　　　⑶　休学等が生じた場合

　　　⑷　本校の定める日までに第５条第２項に掲げる書類の提出がなかった場合

　　　⑸　認定の効力の停止について学生から授業料等減免の支援停止申請書（様式10－１）により申し出

があった場合

　　　⑹　校則第26条の規定により、停学（３月未満）、戒告又は訓告の懲戒処分を受けた場合

　　２　前項の各号により減免の認定の効力を停止する場合、授業料等減免対象者としての認定の効力の停

止に関する通知（様式７－１）により、当該学生に通知するものとする。

　　３　減免の認定の効力を停止する期間は次の各号のいずれかによるものとする。

　　　⑴　前項第１号から第４号及び第６号の場合、本校が指定する期間

　　　⑵　前項第５号の場合、学生より申し出のあった期間

　　４　支援停止期間中の授業料については、本校が指定する日までに納付しなければならない。

　　５　減免の認定の効力を停止している学生について、次の各号のいずれかに該当する場合、支援を再開

することができることとする。なお、支援の再開を認める場合、授業料等減免の認定の効力の停止の

解除に伴う支援再開に関する通知（様式７－２）により、当該学生に通知するものとする。

　　　⑴　支援対象となる在留資格等を再び有することとなり、授業料等減免の対象者の国籍・在留資格等

の変更届（様式８）により申し出があった場合

　　　⑵　認定の効力の停止の解除について学生から授業料等減免の停止の解除（支援の再開）申請書（様

式10－２）により申し出があった場合

　　　⑶　復学した場合

（認定取消）

第12条　校長は、減免の認定を受けた学生について、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の認定を

取り消すものとする。

　　　⑴　適格認定における学業成績の判定の結果、選考基準における「廃止」の区分に該当した場合

　　　⑵　第５条及び第９条に掲げる書類の記載事項に虚偽の事実があることが判明した場合

　　　⑶　校則第26条の規定により、退学又は停学（３月以上又は期限の定め無し）の懲戒処分を受けた場合

　　２　校長は、認定の取り消しを受けた学生に対し、授業料等減免の認定取消通知書（様式６）により、

当該学生あて通知するものとする。

　　３　前項により認定取消を受けた者は、次の各号のいずれかに定める始期から認定取消までの間に減免

された授業料等を、本校が指定する日までに納付すること。

　　　⑴　前項第１号に該当する者のうち、学業成績が著しく不良である者については、学年の半期の初日

の属する月の１日を始期とする

　　　⑵　前項第２号に該当する者は、不正が行われた日の属する年度の初日を始期とする

　　　⑶　前項第３号に該当する者は、当該処分日の属する年度の初日を始期とする

（支援期間）

第13条　免除を受けることができる期間は、以下の修業年限とする。

　　　⑴　専門課程、応用課程及び日本版デュアルシステム（専門課程活用型）においては２年とする

　　　⑵　総合課程においては４年とする

　　２　災害や傷病、その他やむを得ない理由で正規の手続きにより休学した者については、当該休学期間

を支援期間に通算しない。

　附　　則

（施行期日）

第１条　この規則は、令和３年２月25日から施行し、令和２年４月１日から適用する。

（旧免除制度に係る経過措置）

第２条　令和元年度に高度技能者養成訓練に係る授業料免除制度（以下「旧免除制度」という。）により授

業料の免除を受けていた者については、本規則に定める減免申請をし、承認された免除額が旧免除制

度で受けていた免除額よりも低い場合は、経過措置として旧免除制度による授業料の免除を申請する

ことができる。

　　２　前項の経過措置を申請し、承認された後、授業料等減免制度の選択に係る申告書（様式13）により

旧免除制度の支援を受けることを選択した者は、本規則に定める支援を今後受けることはできない。

これは、他の能開大等で旧免除制度の支援を選択した者についても同じである。

　　３　旧免除制度の経過措置期間は、令和５年３月31日までとする。

　　　　なお経過措置期間の内で、旧免除制度を申請することができる期間については、次の各号のいずれ

かによる。

　　　⑴　令和元年度時点で総合課程に在籍していた者は修了するまでの期間

　　　⑵　令和元年度時点で専門課程に在籍していた者のうち応用課程への進学者を除く者は、専門課程を

修了するまでの期間

　　　⑶　令和元年度時点で専門課程に在籍していた者のうち、応用課程への進学者は応用課程を修了する

までの期間

　　　⑷　令和元年度時点で応用課程に在籍していた者は修了するまでの期間

（旧免除制度における授業料免除制度規則）

第３条　旧免除制度により免除を受ける者は、本規則によらず、別添３「職業能力開発大学校授業料免除取

扱規則」によることとする。

（適用期間）

第４条　附則第２条及び第３条については、令和５年３月31日まで適用する。

（附 則）

　　この規程は、平成12年４月１日から実施する。

　　平成４年４月１日制定の新潟職業訓練短期大学校授業料免除規程は廃止する。

　　この規程は、平成23年４月１日から実施する。

　　この規程は、平成24年４月１日から実施する。

　　この規程は、平成27年４月１日から実施する。

　　この規程は、平成28年４月１日から実施する。

　　この規則は、令和２年４月１日から実施する。
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４．授業料等減免取扱規則

（目　　的）

第１条　この規則は、新潟職業能力開発短期大学校校則第31条の規定に基づき、入校料及び授業料（以下

「授業料等」という。）の減免について必要な事項を定めることを目的とする。

（授業料等の減免の対象）

第２条　授業料等の減免（以下「減免」という。）を受けることができる学生は、以下の基準を満たす者と

する。

　　　⑴　別に定める授業料等減免制度選考基準（以下「選考基準」という。）における国籍・在留資格等

に関する要件を満たす学生のうち、次のいずれかに該当し、かつ、学業成績優秀と認められる者と

する。

　　　　イ　経済的理由により授業料等の納付が困難であるもの。

　　　　ロ　学資を主として負担している者が死亡、事故や病気により半年以上就労困難、非自発的な失職

若しくは天災事変等の災害を受け、授業料等の納付が困難であるもの。

　　　⑵　前号で定める基準を満たした者で、職業能力開発大学校、附属職業能力開発短期大学校、職業能

力開発短期大学校及び職業能力開発総合大学校（以下「能開大等」という。）及び職業能力開発促

進センター港湾労働分所（以下「港湾労働分所」という。）において、授業料等減免制度の利用実

績がない者。

　　　　　なお、能開大等の専門課程又は港湾労働分所の普通課程を修了後、応用課程に進学した者は除く

こと。

（減免の取扱い）

第３条　減免は、前期にあっては４月１日から30日までに、後期にあっては10月１日から31日までに受け付

けた申請に対して当該期分について、これを認定する。

（減免の額）

第４条　減免の額は、学生及びその生計維持者の収入等に応じて、入校料及び各期分の授業料の全額（第Ⅰ

区分）、その３分の２（第Ⅱ区分）又はその３分の１（第Ⅲ区分）とする。

（減免の申請）

第５条　新たに減免を受けようとする学生は、授業料等減免の対象者の認定に関する申請書（様式１）とそ

の他本校が別途定める必要書類を添えて、申請するものとする。

　　２　減免の認定を受け、支援の継続を希望する学生は、半期毎に授業料減免の対象者の認定の継続に関

する申請書（様式２）とその他本校が別途定める必要書類を添えて、申請するものとする。

（減免の認定）

第６条　校長は、提出された申請書類について審査を経て、これを認定するものとする。

　　２　前項の審査は、選考基準により行うものとする。

　　３　前項の規定による減免の認定又は不認定を決定するまでの間は、当該減免の申請に係る授業料等の

徴収を猶予する。

　　４　減免を不認定とされた者及び一部免除を認定された者は、本校が指定する日までに、その学期分の

授業料等の全額又はその一部を納付しなければならない。

（通　　知）

第７条　校長は、減免の審査結果を、その結果に応じて授業料等減免認定結果通知書の各様式（様式４－１

～４－２）により当該学生に通知するものとする。

（適格認定）

第８条　校長は、本校の定める必要な時期に、減免を受けている学生に対し、学業成績及び収入・資産に関

する審査を行い、減免による支援対象者としての基準を満たしているかの確認（適格認定）を行う。

　　２　前項の審査は、選考基準により行うものとする。

　　３　適格認定の結果を、その結果に応じて授業料等減免の適格認定における学業成績の判定結果通知

（様式５－１～５－２）又は授業料等減免の認定取消通知書（様式６）及び授業料等減免の適格認定

における収入額・資産額の判定結果通知（様式５－３）により、当該学生に通知するものとする。

（家計急変）

第９条　予期できない事由により家計が急変し、緊急で支援の必要がある場合には、第３条によらず、随

時、減免の申請を行うことができることとする。

　　２　第５条第１項で定める書類とその他本校が別途定める必要書類を添えて、申請するものとする。

　　３　減免の額は、第４条の支援区分により月単位で算出する。

　　４　減免の審査結果については、その結果に応じて授業料等減免認定結果通知書の各様式（様式４－２

～４－３）により当該学生に通知するものとする。

（家計急変の継続申請）

第10条　前条による支援の継続を希望する学生は、３カ月ごとに申請をし、審査を受けなければならない。

　　２　事由発生より15カ月を経過したときは、１年ごとに申請をし、審査を受けなければならない。

　　３　減免の審査結果については、その結果に応じて授業料等減免の適格認定における学業成績の判定結

果通知（様式５－１～５－２）又は授業料等減免の認定取消通知書（様式６）及び授業料等減免の適

格認定における収入額・資産額の判定結果通知（様式５－４）により、当該学生に通知するものとす

る。

（支援停止）

第11条　校長は、減免の認定を受けた学生について、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の認定の

効力を停止するものとする。

　　　⑴　日本国籍を有さず、在留資格等を有しなくなった場合

　　　⑵　適格認定における収入額及び資産額の判定の結果、認定要件を満たさなくなった場合

　　　⑶　休学等が生じた場合

　　　⑷　本校の定める日までに第５条第２項に掲げる書類の提出がなかった場合

　　　⑸　認定の効力の停止について学生から授業料等減免の支援停止申請書（様式10－１）により申し出

があった場合

　　　⑹　校則第26条の規定により、停学（３月未満）、戒告又は訓告の懲戒処分を受けた場合

　　２　前項の各号により減免の認定の効力を停止する場合、授業料等減免対象者としての認定の効力の停

止に関する通知（様式７－１）により、当該学生に通知するものとする。

　　３　減免の認定の効力を停止する期間は次の各号のいずれかによるものとする。

　　　⑴　前項第１号から第４号及び第６号の場合、本校が指定する期間

　　　⑵　前項第５号の場合、学生より申し出のあった期間

　　４　支援停止期間中の授業料については、本校が指定する日までに納付しなければならない。

　　５　減免の認定の効力を停止している学生について、次の各号のいずれかに該当する場合、支援を再開

することができることとする。なお、支援の再開を認める場合、授業料等減免の認定の効力の停止の

解除に伴う支援再開に関する通知（様式７－２）により、当該学生に通知するものとする。

　　　⑴　支援対象となる在留資格等を再び有することとなり、授業料等減免の対象者の国籍・在留資格等

の変更届（様式８）により申し出があった場合

　　　⑵　認定の効力の停止の解除について学生から授業料等減免の停止の解除（支援の再開）申請書（様

式10－２）により申し出があった場合

　　　⑶　復学した場合

（認定取消）

第12条　校長は、減免の認定を受けた学生について、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の認定を

取り消すものとする。

　　　⑴　適格認定における学業成績の判定の結果、選考基準における「廃止」の区分に該当した場合

　　　⑵　第５条及び第９条に掲げる書類の記載事項に虚偽の事実があることが判明した場合

　　　⑶　校則第26条の規定により、退学又は停学（３月以上又は期限の定め無し）の懲戒処分を受けた場合

　　２　校長は、認定の取り消しを受けた学生に対し、授業料等減免の認定取消通知書（様式６）により、

当該学生あて通知するものとする。

　　３　前項により認定取消を受けた者は、次の各号のいずれかに定める始期から認定取消までの間に減免

された授業料等を、本校が指定する日までに納付すること。

　　　⑴　前項第１号に該当する者のうち、学業成績が著しく不良である者については、学年の半期の初日

の属する月の１日を始期とする

　　　⑵　前項第２号に該当する者は、不正が行われた日の属する年度の初日を始期とする

　　　⑶　前項第３号に該当する者は、当該処分日の属する年度の初日を始期とする

（支援期間）

第13条　免除を受けることができる期間は、以下の修業年限とする。

　　　⑴　専門課程、応用課程及び日本版デュアルシステム（専門課程活用型）においては２年とする

　　　⑵　総合課程においては４年とする

　　２　災害や傷病、その他やむを得ない理由で正規の手続きにより休学した者については、当該休学期間

を支援期間に通算しない。

　附　　則

（施行期日）

第１条　この規則は、令和３年２月25日から施行し、令和２年４月１日から適用する。

（旧免除制度に係る経過措置）

第２条　令和元年度に高度技能者養成訓練に係る授業料免除制度（以下「旧免除制度」という。）により授

業料の免除を受けていた者については、本規則に定める減免申請をし、承認された免除額が旧免除制

度で受けていた免除額よりも低い場合は、経過措置として旧免除制度による授業料の免除を申請する

ことができる。

　　２　前項の経過措置を申請し、承認された後、授業料等減免制度の選択に係る申告書（様式13）により

旧免除制度の支援を受けることを選択した者は、本規則に定める支援を今後受けることはできない。

これは、他の能開大等で旧免除制度の支援を選択した者についても同じである。

　　３　旧免除制度の経過措置期間は、令和５年３月31日までとする。

　　　　なお経過措置期間の内で、旧免除制度を申請することができる期間については、次の各号のいずれ

かによる。

　　　⑴　令和元年度時点で総合課程に在籍していた者は修了するまでの期間

　　　⑵　令和元年度時点で専門課程に在籍していた者のうち応用課程への進学者を除く者は、専門課程を

修了するまでの期間

　　　⑶　令和元年度時点で専門課程に在籍していた者のうち、応用課程への進学者は応用課程を修了する

までの期間

　　　⑷　令和元年度時点で応用課程に在籍していた者は修了するまでの期間

（旧免除制度における授業料免除制度規則）

第３条　旧免除制度により免除を受ける者は、本規則によらず、別添３「職業能力開発大学校授業料免除取

扱規則」によることとする。

（適用期間）

第４条　附則第２条及び第３条については、令和５年３月31日まで適用する。

（附 則）

　　この規程は、平成12年４月１日から実施する。

　　平成４年４月１日制定の新潟職業訓練短期大学校授業料免除規程は廃止する。

　　この規程は、平成23年４月１日から実施する。

　　この規程は、平成24年４月１日から実施する。

　　この規程は、平成27年４月１日から実施する。

　　この規程は、平成28年４月１日から実施する。

　　この規則は、令和２年４月１日から実施する。
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　新潟職業能力開発短期大学校授業料等減免規則（以下「規則」という。）において、別に定める基準とは

以下の「授業料等減免選考基準」とする。

第１　国籍・在留資格等に関する基準

　　　　規則第２条で定める国籍・在留資格等については、以下のいずれかに該当する者をいう。

　　１　日本国籍を有する者

　　２　日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法

律第七十一号）に定める特別永住者として本邦に在留する者

　　３　出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第二の永住者、日本人の配偶者

等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者

　　４　出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、将来

永住する意思があると校長が認めた者

第２　学業成績に関する基準

　　　　規則第２条で定める学業成績優秀と認められる者は、申請者が在校している年数等に応じて、次の

各条件に該当する者をいう。

　　１　入校後１年を経過していない者（専門課程、専門ＤＳ、総合課程）については、以下のいずれかに

該当する者である。

　　　⑴　高校等の評定平均値が3.5以上であること

　　　⑵　入校試験の成績が上位２分の１以上であること

　　　⑶　高校卒業程度認定試験の合格者であること

　　　⑷　学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること

　　２　入校後１年を経過していない者（応用課程）については、以下のいずれかに該当する者である。

　　　　ただし、応用課程入校前の専門課程、普通課程等で授業料等減免を受けていた者にあっては、「授

業料等減免の認定取消通知書（様式６）」の通知を受けていないこと。

　　　⑴　応用課程入校前の専門課程、普通課程等の成績が上位２分の１以上であること

　　　⑵　学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること

　　３　入校後１年を経過した者（専門課程、専門ＤＳ、応用課程の２年生及び総合課程の２～４年生）に

ついては、以下のいずれかに該当する者である。

　　　⑴　在校する能開大等における入校してからの学業成績について平均成績等が上位２分の１以上であ

ること

　　　⑵　次のイ、ロのいずれにも該当すること。ただし災害や傷病等やむを得ない事由によりイに該当し

ない場合、ロに該当することで足りること

　　　　イ　修得単位数が標準単位数以上であること

　　　　ロ　学修計画書の提出を求め、学修意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること

　　　　　　ただし在校中の学業成績等が下表の学業成績の基準の「廃止」区分に該当する場合は支援の対

象とならない。
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　新潟職業能力開発短期大学校授業料等減免規則（以下「規則」という。）において、別に定める基準とは

以下の「授業料等減免選考基準」とする。

第１　国籍・在留資格等に関する基準

　　　　規則第２条で定める国籍・在留資格等については、以下のいずれかに該当する者をいう。

　　１　日本国籍を有する者

　　２　日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法

律第七十一号）に定める特別永住者として本邦に在留する者

　　３　出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第二の永住者、日本人の配偶者

等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者

　　４　出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、将来

永住する意思があると校長が認めた者

第２　学業成績に関する基準

　　　　規則第２条で定める学業成績優秀と認められる者は、申請者が在校している年数等に応じて、次の

各条件に該当する者をいう。

　　１　入校後１年を経過していない者（専門課程、専門ＤＳ、総合課程）については、以下のいずれかに

該当する者である。

　　　⑴　高校等の評定平均値が3.5以上であること

　　　⑵　入校試験の成績が上位２分の１以上であること

　　　⑶　高校卒業程度認定試験の合格者であること

　　　⑷　学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること

　　２　入校後１年を経過していない者（応用課程）については、以下のいずれかに該当する者である。

　　　　ただし、応用課程入校前の専門課程、普通課程等で授業料等減免を受けていた者にあっては、「授

業料等減免の認定取消通知書（様式６）」の通知を受けていないこと。

　　　⑴　応用課程入校前の専門課程、普通課程等の成績が上位２分の１以上であること

　　　⑵　学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること

　　３　入校後１年を経過した者（専門課程、専門ＤＳ、応用課程の２年生及び総合課程の２～４年生）に

ついては、以下のいずれかに該当する者である。

　　　⑴　在校する能開大等における入校してからの学業成績について平均成績等が上位２分の１以上であ

ること

　　　⑵　次のイ、ロのいずれにも該当すること。ただし災害や傷病等やむを得ない事由によりイに該当し

ない場合、ロに該当することで足りること

　　　　イ　修得単位数が標準単位数以上であること

　　　　ロ　学修計画書の提出を求め、学修意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること

　　　　　　ただし在校中の学業成績等が下表の学業成績の基準の「廃止」区分に該当する場合は支援の対

象とならない。

区　　分

廃　　止

警　　告

学業成績の基準

区　　分

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

100円未満

100円以上　25,600円未満

25,600円以上　51,300円未満

満　　　額

第Ⅰ区分の減免額の２／３

第Ⅰ区分の減免額の１／３

減免額算定基準額 減　免　額

次の１～４のいずれかに該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得な

い事由があると認められないとき

１　修業年限（※）で卒業又は修了できないことが確定したこと。

　　※専門課程・専門ＤＳ・応用課程は２年、総合課程は４年

２　修得した単位数の合計数が標準単位数の５割以下であること。

３　授業への出席率が５割以下であること。その他の学修意欲が著しく低い状況に

あると認められること。

４　次に示す警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること。

次の１～２のいずれかに該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得な

い事由があると認められないとき

１　平均成績等が所属科における下位４分の１の範囲に属すること。

　　社会的養護を必要とする者で、学修に対する意欲や態度が優れていると認めら

れる場合を除く。　　

２　授業への出席率が８割以下であること。その他の学修意欲が低い状況にあると

認められること。

　（前の「廃止」区分の３に掲げる基準に該当するものを除く。）

第３　家計の経済状況に関する基準

　　　　規則第２条で定める経済的理由により授業料等の納付が困難である者は、次のいずれにも該当する

者をいう。

　　１　申請者及びその生計維持者のそれぞれの課税（所得）証明書における「市町村民税の所得割額」を

合算した額（減免額算定基準額）が下表のいずれかの区分に該当すること。

　　　　ただし、政令指令都市の発行する課税（所得）証明書により証明される所得割額については、その

額に４分の３を乗じて得た額を用いる。
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資　　産

預 貯 金

有価証券

投資信託

貴金属等

現　　金

学業成績の基準

金融機関に預入していない現金の蓄え

（仮想通貨、電子マネー、郵便切手、収入印紙、小切手等を含む）

普通預金、定期預金等

※　貯蓄型の生命保険や学資保険等は含まない。（ただし、財形貯蓄や、満期・解

約等により生じた満期保険金や解約返戻金等は資産として計上する。）

株式、国債、社債、地方債等

－

投資用資産として保有する金・銀等（延べ棒）

※　宝石（指輪等）は含まない。

　　２　申請者及びその生計維持者の保有する資産の合計額が以下の基準額に該当すること

　　　⑴　生計維持者が２人の場合は合計額が2,000万円未満である

　　　⑵　生計維持者が１人の場合は合計額が1,250万円未満である

　　　　　なお、ここでいう資産とは、下表のものであること。

第４　適格認定に関する判定基準

　　　　規則第８条で定める適格認定の審査基準は、次の各条件のいずれにも該当する者であること。

　　１　適格認定における学業成績については、総合課程を除く課程については、年２回半期ごとに、総合

課程については学年末に１回実施するものとし、第２の３で示す学業成績の基準における「廃止」又

は「警告」の各基準に該当するか判定を行うこと。

　　２　適格認定における収入及び資産については、住民税情報が更新される６月以降の課税（所得）証明

書により、年１回判定を行うものとし、第３の１及び２に該当するか判定を行うこと。

　附　　則

　　この基準は、令和２年４月１日から適用する。

─ 38 ─



─ 39 ─



３

　　　　平日、9時00分より17時00分までを貸出時間とする。
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　同一図書の貸出期間の更新は、期限前に図書を持参し、改めて手続きをするものとし、学生および

職員とも５冊を限度とする。

３

　　　⑴　学生　５冊以内、３週間以内

　　　⑵　職員　５冊以内、１か月以内

─ 41 ─



　　７．この規定は、令和４年４月１日から施行する。
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　　　エ　授業時間に遅刻など不在時間が30分以上ある場合は、１時限（コマ）の欠席となります。また、

同一科目において不在時間30分未満が３回になると、１時限（コマ）の欠席となります。

　　　　　特に、朝など遅刻をしないよう規則正しい生活習慣を心がけてください。

　　　オ　授業終了後は18時までに帰宅するように心がけてください。18時以降、学校に残る場合は自ら

が属する学科の教員が在校しており、かつ当該教員の許諾を得たときのみに限ります。その場合

は20時までに帰宅してください。

　　　カ　休日（校則第６条に定める）は原則、登校は認めません。ただし、各科教員の許諾を得ると共

に、教員が在校しているときは登校を認める場合があります。

P68
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P54
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P91
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３

借りたい図書、学生証を係員に提示してください。

　　　〔開室時間〕　平　日　　8時45分～18時00分

　　　〔貸出時間〕　平　日　　9時00分～17時00分

　　　　　５冊まで、３週間以内（ただし、夏季・冬季休暇および３週間を超える長期休暇中はその期間）

─ 55 ─



　⑶　室内での飲食は禁止します。

　⑷　室内に設置されているコンピュータ等の機器等の取り扱いやUSBメモリ等の外部記憶装置の接続に関

しては、各科教員および各授業・実習担当教員の指示に従ってください。

　⑸　使用するコンピュータに個人情報の保存は行わないでください。

　⑹　ハードウェアおよびソフトウェアのトラブルに遭遇した場合は、速やかに各科教員または各授業・実

習担当教員に連絡・相談し、指示を受けてください。その際、どのような使用状況だったのか（使用ソ

フトウェアは何か、どのような操作を行っていたのかなど）をできるかぎり正確に伝えてください。通

常の使用状態でもソフトウェアや機器が破損する場合もありますので、遠慮せずに報告してください。

　⑺　室内に設置されているコンピュータ等のハードウェアの室外への持ち出しは一切禁止します。ソフト

ウェアの勝手なコピーは著作権法に違反することになります。

　⑻　室内に設置されているコンピュータ等のハードウェアおよびソフトウェアの設定を許可なく変更する

ことは禁止します。無許可の設定変更により実習に支障が生じる場合があります。

　⑼　コンピュータウイルスによる被害が発生する恐れがあるため、ソフトウェアのインストールを一切禁

止します。

　(10)　室内に設置されているコンピュータ等の機器を「故意」により破損させた場合は、当該学生およびそ

の保護者に対して損害賠償を請求することがあります。

　(11)　コンピュータおよびネットワークを利用した犯罪行為、または現行の法律に抵触する行為を行った場

合には、懲戒処分を行います。

　(12)　パソコン利用規則に違反する行為を行った場合、当該学生のパソコン利用を禁止します。

　　　その結果として、授業・実習の履修に支障が生じたとしてもすべて当該学生個人の責任です。
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再交付（有料）を受けてください。
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　⑶　授業中のけが

　　　実験・実習中に、負傷したときは、規程により「療養見舞金」が支給されますので、担当に届け出た

うえ学務援助課まで届け出てください。

　⑷　職業訓練生総合保険は、全学生が加入することになっています。
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　　　原則として、毎水曜授業日13時より17時まで（場合により相談日が変更となります）。

９．成年年齢引下げに向けた注意喚起　…………学務援助課

　　2018年（平成30年）6月13日に、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法

の一部を改正する法律が成立しました。2022年4月1日に18歳・19歳に達している人は、その日から新成人

となる民法改正が行われます。

　　民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」、「父母の親権に服さなくなる

年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができ

るようになるということです。一方で、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に

関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。

　　成年年齢の引下げで変わることと変わらないことを下記の表にまとめました。　

※参考：「政府広報オンライン」

　メール：Niig-hotline@jeed.go.jp（相談専用アドレス）
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９．成年年齢引下げに向けた注意喚起　…………学務援助課

　　2018年（平成30年）6月13日に、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法

の一部を改正する法律が成立しました。2022年4月1日に18歳・19歳に達している人は、その日から新成人

となる民法改正が行われます。

　　民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」、「父母の親権に服さなくなる

年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができ

るようになるということです。一方で、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に

関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。

　　成年年齢の引下げで変わることと変わらないことを下記の表にまとめました。　

※参考：「政府広報オンライン」

18歳（成年）になったらできること 20歳にならないとできないこと

◎親の同意がなくても契約できる

　・携帯電話の契約

　・クレジットカードをつくる

　・部屋を借りる　など

◎10年有効のパスポートを取得する

◎公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許

などの国家資格を取る

◎結婚

　・女性の結婚年齢が16歳から18歳に引き上げら

れる

◎性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を

受けられる

※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以

上」で取得可能

◎飲酒をする

◎喫煙をする

◎競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券（馬

券など）を買う

◎養子を迎える

◎大型・中型自動車運転免許を取得する

　　対象となる年齢の学生の皆さんは、「法務省民事局　成年年齢引下げ特設ウェブサイト」も確認して理

解を深めてください。動画や漫画による解説が閲覧できます。

　　　　『大人への道しるべ』（法務省民事局　成年年齢引下げ特設ウェブサイト）

　　　　　https://seinen.go.jp/

　○成年に達して契約するときの注意

　　未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は民

法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。

　　しかし、成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権

は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を

負うのも自分自身になります。

　　契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会

経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。このようなトラブ

ルに巻き込まれないように注意しましょう。消費者トラブルについては、次の「10．若者に多い消費者

トラブルについて」も参照してください。

─ 65 ─



10．若者に多い消費者トラブルについて　…………学務援助課
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　　■消費者ホットライン …………… 188（いやや）で近くの相談窓口につながります。

　　■新潟県消費生活センター ……… 025－285－4196（相談専用）

11．自然災害等における防災の備え　…………学務援助課

　「災害」に関して普段はあまり意識していない人が多いのではないでしょうか。地震、台風、豪雨、水

害、大雪など自然災害はいつ何時起きるかわかりません。新潟短大にも「危機管理マニュアル」が整備し、

避難訓練なども実施しています。

　しかし、一人ひとりの備えも大切です。家族と暮らしている、あるいは一人暮らしをしているなど、それ

ぞれ異なる環境にいると思います。ここでは「こんなことを備えておいた方が良い」というものを紹介しま

す。紹介したもの以外でも、それぞれで考えて準備してください。

　⑴　非常時での持出しアイテム

　　　災害時にすぐに持ち出せるようにしておきましょう。できれば、背負うことができるバッグや袋など

に入れておくと安心です。

　　○現金（小銭があるとよい）　

　　○携帯電話、スマートフォンなど（あれば充電器、充電用USBケーブル）

　　○学生証、免許証、健康保険証

　　○ハンカチ（タオル素材もおすすめ）、ティッシュなど

　　○常用している薬（あれば「お薬手帳」、かかりつけの病院の電話番号を書いたメモ）

　　　避難時には運動靴を履くようにしましょう。スリッパはすぐ脱げてしまいますし、水害時の長靴は逆

に危険だと言われています。

　⑵　日頃の準備

　　　災害時に焦らないように、下記のことを準備しておくと良いでしょう。

　　○避難場所の確認（学校、自宅・寮周辺）

　　○家族との連絡方法

　　○学校への連絡および学校からの連絡方法の確認

　　　※新年度に「新潟短大における自然災害等に対する全学的休講措置について」を配布します　

　　○災害用伝言ダイヤル171の確認

　　　　　NTT東日本　「災害用伝言ダイヤル（171）ご利用方法」

　　　　　https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171s/goriyou.html

　○帰宅ルート、所要時間の確認

　○室内での危険物の把握、転倒防止対策

12．経済生活について　…………学務援助課

　　このようなときには、気軽に学務援助課へ相談してください。
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　⑴　授業料等の減免

　　　家庭の事情が急変したり、災害などのため家計が悪化して授業料等の納入が困難であって、かつ学業

成績優秀な学生に対しては「授業料等減免取扱規則」（P32）により、審査のうえ、入校料及び授業料

の減免を行うことがあります（校則第31条）。申請手続き等については入校後に説明会を実施します。

　　　また、主たる生計の維持者が、業務災害または通勤災害により死亡し、または重度の障害を受け、ま

たは長期療養を必要とするために学費の支弁が困難である場合は「労災就学援護費」が支給されること

がありますので、学務援助課に相談してください。

P43

13．遠隔地から来ている学生のために

　⑴　学生寮、アパート等　…………総務担当

　　　家を離れて本校に学ぶ学生のために学生寮を設置しています。また合格者あてにアパート等を取扱う

近隣の不動産業者の情報を案内しておりますので参考にしてください。

14．欠席・休学・復学および退校　…………学務援助課
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15．遺失物の届出　…………学務援助課

16．就職について　…………学務援助課
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17．自動車等による通学　…………学務援助課

P74

18．施設の利用

19．課外活動

20．個人情報保護について

　⑴　個人情報保護に関する基本方針について

　　　本校は、平成17年４月から「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」、「独立行政法

人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」等に基づき、独立行政法人高齢・障

害・求職者雇用支援機構が定めた「個人情報の取扱いに関する規程」を遵守し、本校が保有する個人情

報の取扱いについて、能力開発事業（学卒者訓練）を推進する上でも極めて重要であると認識するとと

もに、社会的責務であると考え、全教職員が一丸となって、適切かつ厳重な保護に努めます。
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21．諸証明および諸手続き

　　動、就職関係事務、学割証、通学証明書、保健衛生、アルバイト、授業料等減免、融資制度、福利厚生

施設利用、自動車等通学申請書等
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22．諸手続等一覧および様式
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